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本稿の目的と変数の選択

企業規模と労組の経営参加形態の関係

企業規模と労組経営参加形態と業績

一一
一一

本稿の目的と変数の選択

我々は，前稿「労働組合の参加形態と企業成長」で，北海道企業の業績と

労働組合の参加形態の相関の仕方を調べた。本稿では，同じデータを使用し

て，従業員数200人未満 (57社)と 200人以上 (51社)に被調査会社を 2分

企業規模によってどのように労組の参加形態が相違するかを調べる。

このために，従業員数 200人以上か否かを従属変数，労働組合の参加形態を

独立変数として，数量化理論2類で処理を行なった。計算は北海道大学大型

して，

計算機センターでおこなわれた。

前稿の末尾に掲載された質問票に示され

た全質問のうちで，企業規模に相対的に強い影響を与えていると思われる質

問項目を 56項目選び出し，各質問項目と企業規模の組で検定を行ない有意性

独立変数として使用する変数は，

の高いものを採用した。その結果は表 lに示されている。労組の参加形態に

関する変数(質問項目)名は簡略化されているのでまぎらわしいものもある。
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アイテム名に付されている番号に従って，以下で質問内容を再び確認する。

変 数 の

協議機関設置の根拠

経 営 方 針

業績と経理内容

組織の新設・改廃

企業の進出

:1I 主こー
生 産計画

設備計画

新機械・新技術の導入

人事異動基準

業
教育訓練計画

勤務態様の改善

評価・評定基準

配転・一時帰休・人員整理

安全衛生
規

福 利 厚 生

文化体育活動

公 害 対 策

地 域 問 題

模
賃 金 制 度

労働時間・休日制度

定 年 命日

退 職 金 制 度

労働協約の解釈・適用

苦 情 処 理

表 1

組 有意率|採用の有無
I~ 検定のアイテム

0.013 O 

0.692 X 

0.066 O 

0.045 O 

0.566 X 

0.611 X 

0.824 × 

0.659 × 

O. 157 O 

0.947 X 

O. 127 O 

0.950 × 

0.658 X 

0.932 × 

0.281 X 

0.809 X 

O. 129 O 

0.394 X 

0.205 X 

0.459 × 

0.668 X 

(22) I 0.403 × 

0.542 X 

0.480 X 
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変 数 の 組

就業規則の改廃

労使間協議と団体交渉事項

企業環境分析

採用要員計画

教育訓練・能力開発

安全衛生・事故防止

福 利 厚生

高齢化・定年延長問題

機密情報・資料基本方針

機密情報・資料伝達方法

機密情報・資料提供範囲

協議機関の下部組織設置

賃金制度・体系の改定

労働時間・制度の変更

事業所をこえる配置転換

定年の延長・再雇用の実施

希望退職の募集

提案制度

目標管理制度

自己申告制度

QC， ZDなどの小集団活動

職務拡大・職務充実

プレックス・タイム制 (47) I 

能力開発プログラム

カウシセリシグ

団体交渉に含まれない問題処理

労使のコミュニケーショ γの円滑化

1;;検 定 の ア イ テ ム
有意率i採用の有無

0.490 × 

0.034 O 

0.313 × 

0.769 × 

0.205 × 

0.001 O 

0.830 × 

0.692 X 

0.317 × 

o. 183 O 

o. 157 O 

0.596 X 

0.119 O 

o. 109 O 

0.066 O 

0.903 X 

o. 124 O 

0.414 X 

0.111 O 

0.015 O 

0.515 X 

o. 140 O 

0.257 X 

0.036 O 

0.029 O 

0.943 × 

0.282 × 
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変 数 の 組

~ ι 
生産性向上のための研究・協議

業
経営の実状・経営者の考えを説明

新事業・新技術導入の事前協議
規

経営方針・計画の意見交換

模
労働者の発言権増大

I~ 検定の iアイテム
有意率採用の有無

0.745 X 

O. 146 O 

0.889 × 

0.846 × 

0.342 

変数 (1)は，労使協議機関設置の根拠で回答カテゴリーは，結果的には4

つになっている。(前稿 p.15)変数 (2)から (25) までは，質問内容「労

働協約及び申合せでは労使聞の協議の機関の付議事項の取り扱いはどうなっ

ていますか。」であり，回答カテゴリーは結果的には 5つになっている。(前

稿 p.17)変数 (26)は，労使聞の協議と団体交渉の付議事項の取り扱いにつ

いてきいたもので，回答カテゴリーは結果的には 4つになっている。(前稿 p.

23)変数 (27)から (32) までは，質問内容「全社レベルの労使聞の協議に

おいて，過去一年間に定期，不定期をふくめで，次の事項は，とりあげられ

ましたか。」であり，各事項は，とりあげられたか否かの 2つの回答カテゴリ{

をもっ。変数 (33)から (35) までは，質問内容「組合が経営・生産の機密

に関する情報や資料を会社側に求めてきたとき，会社側はどう L、う態度をと

っていますかりである。結果的には，変数 (33)は 3，(34)は 6，(35)は

6つの回答カテゴリーをもった。(前稿 pp・28-29)但し，変数 (34)は，前

稿のカテゴリーと相違し，その他から無回答者を区別し該当なし，ケース・

パイ・ケースから，資料・データ提供だがケース・パイ・ケースと言う解答

を区別した。変数 (36)は，質問内容「労使聞の協議機関の下部組織として

専門委員会を過去5年間に設けたことがありますかりであり，結果的には，

回答カテゴリーは 4つである。(前稿 p.31)変数 (37)から (41)は，質問

内容「過去5年間に， 貴社では以下の事項にどのように対処しましたかり

であり，各々 5つの回答カテゴリーをもった。変数 (42)から (49)は，質

問内容「貴社では，下にあげた経営施策や労務管理施策が導入されています
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か。導入されている場合は，それぞれの施策について， 0をつけてくださ

い。」である。変数 (50)から (56)は，質問内容「貴社の労使間の協議の目

的についてお答え下さし、。労使聞の協議を規定している協約上や実際の運営

上に基づいて，近いものにO印をつけてください。」である。

X2検定で，有意水準 20%として， 20個のアイテム(質問項目)が企業規

模と関係する変数としこれ以降の分析に使用した。

二，企業規模と労組の経営参加形態、の関係

表 2には，数量化理論2類の結果が示されている。カテゴリー・スコアに

よって，被調査会社の判別得点が計算される。その判別得点によって，企業

規模(従業員数200人以上か否か)が推定されることになる。因みに，この

カテゴリー・スコアを使用して， 93%が正しく判別される。特定のアイテム

(質問項目)内でのカテゴリー・スコアの最大値と最小値の差(レンジ)が

大きいほど，そのアイテムは，企業規模の推定に大きな影響を及ぼすことに

なる。また， 従業員数200人未満の企業グループの平均判別得点は 0.777，

200人以上の企業グループは-0.869であるので， カテゴリー・スコアの符

号が正の方向に大きければ企業規模小，負の方向に絶対値が大きければ企業

規模大に推定するように働くことになる。偏相関係数は，他のアイテムの影

響を取り除いた特定のアイテムと企業規模の相闘を示す。

表 2に示されているレンジと偏相関係数が共に 10位以内の大きさをもっ

アイテムは， レンジの大きい順に， 1"機密情報の伝達方法J， 1"希望退職の募

集」の対処の仕方， 1"機密情報の提供範囲J，1"労使協議機関設置の根拠J，労

使協議機関での「会社の業績と経理内容」の取り扱い，同じく「勤務態様の

改善」の取り扱い，同じく「公害対策」の取り扱い，同じく「会社組織の新

設，改廃」の取り扱いとなる。これらのアイテムは，表 2に示された 20個

の変数を総合化して企業規模を推定するという視点からも，また，特定のア

イテムと企業規模の相関という視点からも強く企業規模と関連しているもの

である。また，表 2で， 1"目標管理制度」から「経営の実状等説明」まで6
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安全衛生・事故|議題となった

防止 |議題とならなかった | ーは[o. 125[ ~~ I ~~ [ o. 078 

該当なし 1. 709 3 5 

資料・データ提供 0.021 14 13 

機密伝情報達の
口頭のみで説明 -0.349 3.582 13 3 I 0.385 

方法 ケース・ノξイ・ケース 一o.187 26 28 
資料・データ・ケース・パイ・ -1. 873 O 1 
ケース
その他 1. 648 1 

中央三役 0.527 21 11 

中央役員 -0.173 7 9 

機密情提報供範の囲
支部執行部 o. 139 2.882 8 3 I 0.458 

ケース・ノミイ・ケース O. 174 17 22 
中央3役だがケース・パイ・ -1. 234 l O 
ケース
その他 -2.355 3 6 

団体交渉 -0.401 16 23 

合意するまで協議 0.113 11 12 

賃の金改制定度・体系 協議にかけ，会社責任実施 0.572 1. 205 5 1 I 0.404 

協議にかけず，会社責任実施 0.804 2 O 

5年間になし 0.210 23 15 

団体交渉 -0.052 18 26 

合意するまで協議 -0.209 17 14 

労の働変時更間・制度 協議にかけ，会社責任実施 0.532 1.634 5 1 I 0.293 

協議にかけず，会社責任実施 1. 425 O 1 

5年聞になし O. 159 17 9 

団体交渉 一0.430 1 1 

合意するまで協議 -0.253 4 6 

事業配所置転を換こえる 協議にかけ，会社責任実施 -0.392 0.817 9 17 0.351 

協議にかけず，会社責任実施 0.387 7 9 

5年聞になし O. 137 36 18 

団体交渉 0.002 。 3 

合意するまで協議 -0.835 O 2 

希望退職の募集 協議にかけ，会社貢伝実施 0.328 3.248 2 1 I 0.378 

協議にかけず，会社責任実施 -2.920 。 1 

5年聞になし 0.036 55 44 

|導入
目標管理制度|

!導入
|導入

自己申告制度|
|導入

有
無
一
有
無

一::;;;|0242i;;|O凶

-:3;|0翻 I !~ I ~ 1 O. 169 
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導入 有

導入 無

能力関多量ブ戸グ|導入 有
ラム 遂事入総

導入 手主

導入 然

目的とする

疑的としない

(* ゴた芸誌数〕
アイテム数 20 カデゴ Pー数 78 

d食業規模小の平均宇~J別得点 0.777 

企業規模大の王子均約男社偲~ -0.869 

lE~JJ.lU率 93%

つのアイテムは，全て 2つのカテゴリーをもち，報対的にレンジ，嬬結撰

藻数ともに小ざい。一般に，カテゴヲ…数が大きいほど，従鶏変数の特定の

くもつカテゴリーが出現する可能性が大きくなると考えられる。従っ

て，この 6つのアイテムの中でも， レγジや備相関係数の比較的大きい「議

力関発プ口グラムム fカウンセリングj を笑施しているか否かは，企業規模

と強く関係していると考えてよいであろう。

次に，表 2に示された)1阪に，各アイテム内でのカテゴザーがどのように企

と関係しているかを，カテゴザー・スコアによってみてみる。

「労使協議機関説蹴の根拠jは，内海約以外のとド合せJが企業規模小に，

f該当なしJが企業譲模大の方向に関係している。

労後の協議機関の付議事項の取り扱いについては， 5つのアイテムがある。

その中で， r公護対策」と「人事異動議準」は， :r意見の一致Jを必要とする

ことが企業規模小に， wその他』が食業箆模大の方向に関係している。この 2

つのアイテムでは， ~~いが F協議J や『報告ー設現3 を必要とするは企業規

模小， Ii該当なし三が企業規模大の方向に関係している。 r会社組織・機講の

新設・改蕗」と「勤務龍様の改善」は， の他』が企業環模小， Ii報告・
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明』を必要とするが企業規模大の方向に関係している。この 2つのアイテム

の他のカテゴリーでは，前者のアイテムで『意見の一致』が，後者のアイテ

ムで『協議』が，それぞれ企業規模小の方向に関係している。「会社の業績と

経理内容」では， ~協議~ ~報告・説明』が企業規模大に， ~該当なし~ ~その

他』が企業小に関係している。以上でみた労使協議機関の付議事項の取り扱

いについては，どちらかというと小企業の方が，労使間でより強いコ γセ γ

サスを必要としているという結果になった。

「労使間協議と団体交渉事項」の取り扱いでは， ~該当なし~ ~区別せず処

理する』が企業規模小に， ~別制度とし労使間協議では団体交渉事項は扱わな

し、』が企業規模大に関係している。

「安全衛生・事故防止」では，労使間協議で『議題となった』が企業規模

小に， ~議題とならなかった』が企業規模大に関係している。

「機密情報の伝達方法」で、は， ~該当なし~ ~その他』が企業規模小， ~資料

・データ提供だがケース・パイ・ケース~ ~口頭のみで説明~ ~ケース・パイ

・ケース』は企業規模大に関係している。但し，表 2の200人未満と 200人

以上の企業数を， ~口頭のみで説明』のカテゴリーについてみると， 圧倒的

に200人以下の企業でこの回答肢を選択した数が多い。従って実際は， ~口

頭のみで説明』は企業規模小と関係している。この点が，従属変数を総合化

して企業規模を推定するという視点からの企業規模と従属変数の関係が，特

定の従属変数のみと企業規模との関係と最も相違したところである。「機密

情報の提供範囲」では『中央3役』が企業規模小に， ~中央 3 役だがケース・

パイ・ケース~ ~その他~ ~中央役員』が企業規模大に関係している。

以下のアイテムは，最近5年間に労働条件の変更にどのように対処してき

たかを聞レたものである。「賃金制度・体系の改定」と「労働時間・制度の変

更」は， ~労使協議にかけ会社の責任で実施~ ~労使協議にかけず会社の責任

で実施』が企業規模小に関係している。また，前者のアイテムでは『団体交

渉』が，後者のアイテムでは『合意するまで協議』が企業規模大に関係して

いる。「事業所をこえる配置転換」では『協議にかけず会社の責任で実施』
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が企業規模小に， ~団体交渉~ ~協議にかけ会社の責任で実施~ ~合意するま

で協議』が企業規模大に関係している。「希望退職の募集」については，最近

5年間で実施した企業は非常に少ないが，その中では『協議にかけず会社の

責任で実施~ ~合意するまで協議』が企業規模大に， ~協議にかけ会社の責任

で実施』が企業規模小に関係している。以上みた労働条件の変更について

は，意思決定に対する労組の関与が，おおよそ企業規模大の方が強いと言え

る。

以下のアイテムは，その経営施策や労務施策が導入されているか否かを問

題にしたものである。『導入』が企業規模小に関係したアイテムは「目標管理

制度Jr経営の実状等の説明」で，他の「自己申告制度Jr職務拡大・職務充

実Jr能力開発プログラムJrカウンセリング」は，企業規模大に関係している。

三，企業規模と労組経営参加形態と業績

表 3は， 20箇のアイテムについて，規模別に業績面で何等かの特徴が認

められるかどうかを調べたものである。表 3の結果を業績の良い項目と悪い

項目のみを取り出して見たのが表 4である。前稿の場合と同様に最も良い項

目が， rその他Jr該当なし」に相当する場合及び数が少い場合は，。印で示

し，その場合には次に業績の良い項目をも示した。最低の業績の項目は×印

で示した。

結果として言えることは，労使協議会へ付議する事項においては， 200人

以下のグループでは 200以上のグルーフ。に比較して，労使のコ γセγサスを

強く要求するようにしている企業の業績が相対的に良い傾向が認められる。

また労使協議制と団体交渉の関係においても， 200人以下のグループでは，連

結型即ち「一応団体交渉と労使協議制を別の制度とはするが，団体交渉事項

について労使聞の協議でまず予備的な話し合いを行う」ものの業績が良いと

いう結果となっている。中小企業の特徴の 1っと考えられる。
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機密情報の伝達方法
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安全衛生・事故防止
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協議にかけず会社交任撲施

5年間になし

l 団体交渉
合意するまで協議

協議にかけ会社責任笑施

協議にかけず会投資佳実施

5年間になし

|導入有
導入然

事業所をこえる配置転換
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表 4

労働協約 む C 
i協約以外のや会ぜ × × 

労使協議機関設置の根拠
その伎 。
その後 × O 

事説g号 O 
会社の業績と経理内容 i協議義務項 O 

談き援なし × 

その他 O 
報告・税関 G 

会社組織機構の新設・改廃|協談務畷

意見の…数 く〉

該滋なし x × 

X 

O 

人家災動基誇き (五延長 O 

該当なし × 

その他 × O 
報告・税関

協議議項 G 
意見の…数 G 
該当なし o 
その他 o 
報告・説樹 O 

公袋対策 ;協議泰項

意見の一致

該当なし X 

該当なし O 
別許可度・取扱わない X O 

労佼跨協議議と団体交渉事項 別制度・予備的筋合 O 
区別せず処理する × 

安全衛生・毒事故防止
議題となった

i嘩時?ならなかった
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質問項目| 回答肢
(アイテム(カ テ ゴ リ ー 〉

該当なし

資料・データ提供

口頭のみで説明 X O 
機密情報の伝達方法

ケース・ノミイ・ケース O 
資料・データ・ケースパイ・ケース × 

その他

中央三役

中央役員 X × 

機密情報の提供範囲
支部執行部 O 
ケース・ノミイ・ケース O 
中央三役だがケース・パイ・ケース

その他

団体交渉 O 
合意するまで協議 O × 

賃金制度・体系の改定 協議にかけ会社責任実施 × O 
協議にかけず会社責任実施

5年聞になし

団体交渉 × O 
合意するまで協議 O 

労働時間・制度の変更 協議にかけ会社責任実施 × 

協議にかけず会社責任実施 。
5年間になし

団体交渉 O 
合意するまで協議 × 

事業所をこえる配置転換 協議にかけ会社責任実施 O O 
協議にかけず会社責任実施 × O 
5年間になし

団体交渉

合意するまで協議

希望退職者の募集 協議にかけ会社責任実施 X O 
協議にかけず会社責任実施 X 

5年間になし O 

IJ加00人 |2mO∞O
未満|以 上

目標管理制度
有
無
一
有
無

O O 

自己申告制度
O O 
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質 問 項 目
回(カテ答ゴロー肢) |出lgo(アイ テム)

職務拡大職務充実
有 O O 

導入 無ー

能力開発プログラム
有 O 

導入 無 O 

カウシセリ γグ
有 O O 

導入 無

経営実状等を説明する
目的としない O O 




